
タイムライン 準備すべきこと 啓発・訓練・周知 医師　※１ 消防　※２ 救護病院 住民 災害医療対策安芸支部

平常時

□避難場所、医療救護所、SMSの周知
□避難経路の確保、資機材の確保
□避難行動要支援者の情報共有
□家具転倒防止等の減災対策、非常時の持ち
   出し袋準備
□住民対象の避難所運営講習と運営マニュア
ル
    の作成

□情報伝達訓練、応急手当等の訓練、患者
搬送訓練
□避難経路・資機材の確認、避難行動要支
援者の確認

□避難場所・避難ルート・津波浸水区
域の確認
□避難訓練・家具転倒防止等減災対策
□非常持ち出し袋の準備
□医療救護所運営訓練

□避難場所・避難ルート・津波浸水
区域の確認
□ケガをしないための学習
□応急手当等訓練
□患者搬送・情報伝達訓練

□医療救護病院・トリアージ訓
練
□情報伝達訓練
□医師・看護師・薬剤師確保

□避難訓練・家具転倒防止等減災対策
□非常持ち出し袋の準備
□避難場所・避難ルート・津波浸水区
域の確認
□ケガをしないための訓練
□応急手当等訓練
□患者搬送・情報伝達訓練

□情報伝達訓練
□支部開設訓練
□ＳＣＵ設置訓練
□合同訓練等
□講演会開催等
□各市町村と連携

タイムライン 地域全体で想定・起こりうること
役場

（医療救護体制）
医師 消防 救護病院 住民 災害医療対策安芸支部

地震・発災
～1時間

□大きな揺れ・余震、家屋等の倒壊、連絡網・交通

網の寸断

□大津波の来襲（L2クラス最大19m）、浸水被害

□国道55号線の寸断、ライフライン停止

□死者・行方不明者多数発生

□家屋の倒壊等で負傷者多数発生

□住民は危険箇所から高台等へ避難

□救助要請

【奈半利町地域防災計画】
□職員本部参集
□職員の避難場所等への避難・避難誘導、避難施
設の被害状況・安全確認
□住民へ危険箇所からの緊急避難指示
□被災・浸水等被害状況の把握
□電話・FAX・メール等関係機関との連絡手段の
確保

□家族の安否確認、救助
□避難行動

□家族の安否確認、救助
□避難行動

□家族の安否確認、救助
□避難行動
□医療従事者参集
□被害把握と連絡手段の確保

□避難・避難指示
□連絡手段の確保
□情報把握・連絡（避難状況等）

□避難
□安否確認　本部連携
□各市町村の状況把握
□情報伝達網の確認
□各市町村の医療救護状況把握
□拠点病院状況把握

～6時間

□津波による浸水、火災発生、余震
□住民が避難所やSMSに避難
□負傷者の避難場所等への搬送・収容
□道路の寸断等による孤立地区の発生

□各地区の指定避難所開設・受け入れ・運営・
  対応窓口の設置
　（避難者の収容スペース指定、物資受け入れ場
所
      確保、救護所設置）
□避難所での役割分担、班の割り振り
□災害対策本部等への報告
□SMS：応急救護、医療機関との調整、避難者の
     負傷状況確認
□救援活動・応急支援開始
□行方不明者の情報管理
□要配慮者の安否確認

□医療救護所等にて医療活動
愛光園

□人命救助・避難誘導
□傷病者の搬送
□要配慮者の安否確認・応急支援
□火災消火活動

□医師確保
□看護師確保
□薬剤師確保
□医療救護病院開設
□医療救護活動
□医療情報伝達（状況・物資）

□情報把握・連絡（避難状況等）
□人命救助・避難誘導
□傷病者の搬送
□要配慮者の安否確認・応急支援
□避難所への移動

□情報収集
□各コーディネーター参集
□支部運営開始
□市町村支援開始
□災害対策支部連携

～24時間

□津波による浸水状況の改善、火災発生、余震
□生活必需品の不足、行方不明者の捜索
□MS：医療従事者の不足、住民等による応急手
当・
     安定化措置の開始

□各地区の指定避難所の運営
　（避難者名簿作成、生活必需品等物資の受け入
れ）
□被災状況把握
□避難者・負傷者・要配慮者等情報の収集・伝
達、災害対策本部等への報告
□MS：応急救護、医療機関との調整、避難者の
負傷状況確認
□救援活動・応急支援
□遺体安置所の確保・準備

□医療救護所等にて医療活動 □火災消火活動
□行方不明者の捜索
□傷病者の搬送

□医療救護活動
□医療情報伝達（状況・物資）

□情報把握・連絡（避難状況等）
□人命救助・傷病者の搬送
□行方不明者の捜索
□避難所運営

□情報収集
□支部運営
（ＥＭＩＳ，各種様式からの情報集
約）
□市町村支援
□ＳＣＵ設営・運営
□県医療本部に支援要請（負傷者搬
送、DMAT，外部支援等要請）

～48時間

□避難所の運営
　（生活・生理用品等物資の不足、避難者・行方不
明者情報の対応）
□SMS：医療従事者・医薬品の不足、重篤患者の
          様態悪化
□重症患者後方搬送開始
□自衛隊の先遣部隊・DMAT到着

□各地区の指定避難所の運営
　（物資の受け入れ、避難者・行方不明者の対
応）
□SMS：救援活動・応急支援
□広報搬送伝達、広域医療活動の応援要請
□協力者（ボランティア等）の受援体制整備
□遺体安置所設置・運営
□防疫活動

□医療救護所等にて医療活動 □行方不明者の捜索
□傷病者の搬送
□後方搬送（負傷者搬送）

□医療情報伝達（後方搬送・状況・
物資）

□情報把握・連絡（避難状況等）
□人命救助・傷病者の搬送
□行方不明者の捜索
□避難所運営

□情報収集
□支部運営
（ＥＭＩＳ，各種様式からの情報集
約）
□市町村支援
□ＳＣＵ運営
□県医療本部に支援要請（負傷者搬
送、DMAT，外部支援等要請）

～72時間

□避難所の運営：生活・衛生用品の不足、避難者・
行方不明者情報の対応
□受援体制の確保
□重篤患者の搬送開始
□日用品、水、食料の不足

□保健師活動
□SMS：救援活動・応急支援
□協力者（ボランティア等）の受援体制整備

□医療救護所等にて医療活動 □行方不明者の捜索
□傷病者の搬送

□情報把握・連絡（避難状況等）
□人命救助・傷病者の搬送
□行方不明者の捜索
□避難所運営

□情報収集
□支部運営
（ＥＭＩＳ，各種様式からの情報集
約）
□市町村支援
□ＳＣＵ運営
□県医療本部に支援要請（負傷者搬
送、DMAT，外部支援等要請）

○ ＳMSは、現状「加領郷小学校」を選定していく。

○ 外部支援ルートとして、防災拠点施設のヘリポートを現在建設中。

加領郷地区へのルートを検討中。

○ 町内各地区間の情報伝達手段として、現状「奈半利町役場」「愛光園」「加領郷小学校」「米が岡生活体験学校」「宇川集会所」「大原・西野平生活改善センター」に衛星携帯電話を設置。

また、「奈半利中学校」「奈半利小学校」「認定こども園なはり」「加領郷小学校」にはトランシーバーを配備。

※１ 医師については、医療救護所運営医師

※２ 消防については、消防団

　　奈半利町　医療救護行動計画　タイムライン　


